
 小林市 福祉課・小林市社会福祉協議会
                   久保田                    

重層的支援体制整備事業
自治体事例資料
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面積 562.95㎢
人口 43,147人（住民基本台帳人口）  
世帯数  22,074世帯 
高齢化率 37.81％
地区校区社協  21組織
民生委員・児童委員 123名

令和５年４月１日現在

 宮崎県の南西部に位置し、その南西部には霧島連山、北部には九州山地の山岳が連なっ
ており、四季折々の姿を見せる自然と人々の営みが共生する風光明媚なまちです。
 環境庁が行うスターウォッチングコンテストでは、過去5回「星のふるさと日本一」に
選ばれ、また、市内に75カ所ある大小さまざまな湧水は、豊富にシリカ(=ケイ素)を含ん
でおり、その含有量は国内トップクラスです。日本一の和牛を決める全国和牛能力共進会
では、小林市産の「宮崎牛」が最優秀賞の内閣総理大臣賞を獲得しています。緑豊かな森
林と、高原や湖、渓流美を誇る河川、優良農地が広がる、自然豊かな土地で、観光地、歴
史的な名所、文化や伝統行事など、多彩な魅力もたくさん有しています。     

 宮崎県

 小林市

小 林 市 の 概 要
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　地域力強化推進事業

H30.7～
「住民に身近な圏域」で地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備

　多機関の協働による包括的支援体制構築事業

H31.４～
包括的な支援体制の仕組みを定着させ、さまざまな視点から課題を捉え、解決策を検討し、途切れない支援

  包括的支援体制構築の素地があった

小林市における重層的支援体制整備事業のあゆみ

H30.7   H31.4             R2.4            R3.4            R4.4           R5.4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

モデル事業 多機関の協働による包括的支援体制構築事業

マニュアル作成

W
G

モデル事業 地域力強化推進事業

重層的支援体制整備
事業移行準備事業

重層的支援
体制整備事業

重層的支援
個別会議 

講演会ワーク
ショップ

出前講座

研修会議主幹会議視察

相談・多機関協働検討会議 （随時）

研修会議
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　背 景
・モデル事業をとおして、地域に「生きづらさ」を抱えている人を把握

   →制度の狭間で孤立、複合化、複雑化した課題を抱えているなど
   →長期化するひきこもりなど、自ら支援につながることが難しいケース、支援を拒否しているケース

   →長引くコロナ禍や物価高騰等の影響も加わって、生活困窮や孤立孤独に陥るケース
  

・現状の仕組みや制度に「支援しづらさ」を感じている人、機関がある。
   →福祉専門職の人材不足、限られた時間や資源では対応できないケースなど
 

・小林市地域福祉計画で重層的支援体制整備事業実施を「５年度までに開始」と目標設定

　メリット

 地  域  住  民   分野またぎの複雑な課題を抱える人がたらいまわしにならない。
           地域住民が身近な場所等で相談を受けることができる仕組みづくりなど、小林市の実情や
           課題に合った体制構築ができる。
 

 支援する団体・専門職
           財源や規制などで取組が分断されなくなり、分野またぎのコスト削減、効率化が図られる
           うえ、専門職や団体の人材不足を補うことが期待できる。
 
 行政・社会全体  参加支援やアウトリーチ（積極的介入）などにより、ケースが悪化する前に対応できる。
          また、複雑化すると支援コストが高くなることが予想されるが、支援コストの膨張を防ぎ、
          より効率的、効果的なアプローチが可能。

小林市 重層的支援体制整備事業 背景・メリット
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      小林市の重層的支援体制整備事業実施

地域・制度・社会から
 だれもとりこぼさない

    みんなをすくい上げることをめざして
     

  Scoop up（スコップ）事業

R４.7～
重層的支援体制整備事業への
     移行準備事業実施

R５.４～
重層的支援体制整備事業実施
         

小林市 重層的支援体制整備事業 理念

　理 念

３つの支援を一体的に実施

小林市重層的支援体制整備事業を
「スコップ事業」と名付けて定着を図る

『救う（すくう）』×『掬う（すくう）』
    ２つのすくい上げることを目指す



①包括的相談支援事業 包括的相談支援事業所
・地域包括支援センター

・基幹相談支援センター

・子ども家庭総合支援拠点

・生活自立相談支援センター
高 齢 分 野

障 が い 分 野

生 活 困 窮 分 野

子ども・子育て分野

そ の 他 の 分 野

支援関係機関
・各居宅介護支援事業所・各在宅介護支援センター
・各相談支援事業所　・中核機関つなご
・小林市社会福祉協議会　・その他の支援機関

②多機関協働事業 ③アウトリーチ等を通じた
　継続的支援事業

２ 参 加 支 援 
　（④参加支援事業）

 1 属性を問わない相談支援

伴 走 型 支 援
信頼関係を構築し、つながりを創ることに力点を置く。
潜在的な対象者を見つけるため、家庭訪問等による丁
寧な働きかけをするなど、支援関係機関と潜在的対象
者とのネットワークづくりを実施。

相 談 者

つ な が る 支 援
地域のさまざまな分野の団体に事業の理解促進を図
り、既存の取組を活かして、本人に合ったサービス
や活動を発掘し、マッチングさせる。

困 難 事 例
複数の分野にまたがる複雑
化、複合化した事例など

    
地
域
づ
く
り
に
向
け
た
支
援
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包括的相談支援事業所・
支援関係機関

・課題の解きほぐし
・関係機関間の役割分担
・重層的支援会議開催
・支援プラン作成

包括的な支援体制の構築

支 援 機 関 間 の 調 整 係
相 談 支 援 包 括 化 推 進 員

地域づくり
事業・拠点

高 齢 分 野

生 活 困 窮 分 野

障 が い 分 野

子ども・
 子育て分野

その他の分野

交流、参加、学びの
機会や社会参加の場
を創出

地域の

活 動 活 性 化
既存の拠点等の利活用、
プラットフォームの形成

自ら支援を求め
ることができな
いケース、支援
につながること
に拒否的なケー
スなど

既存の事業で対
応できなかった
制度の狭間に
あった支援ニー
ズなど

地域で相談を受
ける体制
地域住民が身近な場
所等で相談を受ける
ことができるしくみづ
くりを行い相談支援
機関につなぐ。

地域の
既存・新規資源
拡充
世代や属性を越えて利
用できる地域資源を開
発。
社会とのつながりや参
加を支援する。

地域で
伴走型支援
を実施する体制
地域住民や地域資源
とのつながりから広
く情報を収集する。

相
談

支
援

必要な
機関に
つなぎ
連携

困りごとを包括的に受け止める

課題解決に向けた支援を行う
 必要に応じた連携

住民に身近なところ
で課題に気づき早期
に丸ごと相談につな
がる仕組み

社会福祉協議会地域福祉担当
(コミュニティソーシャルワーカー)

複雑化、複合化した事例（困難事例）は②多機関協働事業で協議

社会福祉協議会

⑤
地
域
づ
く
り
事
業

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
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小林市 重層的支援体制整備事業 イメージ図 
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支援ツールのひとつとして、他の専門
機関と円滑に連携・協働ができるよう
に作成したマニュアル

■相談や課題を受け止めるために
→「相談つなぐシート」の活用

■つなぎ先
→「相談機関一覧表」「支援体制全体図」

■重層的支援会議設置要綱など

※多機関の協働による包括的支援体制構築事業（モデル事業）
実施時に体制構築し、マニュアルを作成
※以降、改訂、ブラッシュアップを重ねる

市内行政機関窓口や相談機関で共有するマニュアル

『「相談つなぐシート」利用マニュアル』による運用
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人 材 育 成 ・ 意 識 醸 成 ①

包括的支援体制人材育成研修会 基礎編

第１回 包括的支援体制人材育成研修会 基礎編
～地域共生社会に向けた包括的支援体制構築について～
   日 時 令和４年８月24日    参加者 56名

第２回 包括的支援体制人材育成研修会 基礎編
～地域づくりと地域の気にかけ合う関係の発見方法～ 
   日 時 令和４年９月26日    参加者 45名

第３回 包括的支援体制人材育成研修会 基礎編
～地域をつくる多様な担い手と孤立を防ぐ繋がり、人材育成の視点
 を学ぶ～
   日 時 令和４年10月27日    参加者 52名

第１回 包括的支援体制人材育成研修会 応用編
～多職種連携・多機関協働と地域連携～
   日 時 令和４年12月20日    参加者 32名

第２回 包括的支援体制人材育成研修会 応用編
～コミュニティソーシャルワークにおける個別支援と地域支援～ 
   日 時 令和５年１月13日     参加者 25名

第３回 包括的支援体制人材育成研修会 応用編
～コミュニティソーシャルワークにおける個別支援と地域支援の実際～
   日 時 令和５年２月９日      参加者 37名
  ※ 基礎編３回、応用編３回をKITTO小林２階交流スペースにおいて開催
      市内相談機関、市役所関係課、地域づくりに関わる市民等が対象

多機関協働研修会議
～多機関協働で取り組む必要性、事例検討（アセスメント）～ 
   日 時 令和５年３月24日      参加者 53名
  ※ 市内相談機関、市役所関係課を対象に小林中央公民館において開催



人 材 育 成 ・ 意 識 醸 成 ②
多分野協働地域づくり事業連携会議
～多分野での協働体制の意義と新たな資源づくりの考え方～
   日 時 令和４年12月16日    参加者 16名
 対 象 福祉分野にとどまらず地方創生、まちづくり、産業、経済、教育分野
     の代表者、関係者等
 →なぜ多分野での連携促進が必要なのか、支え合い、地域づくりについて学ぶ

ひきこもりサポーター養成講座
～本人や家族を孤立させず、寄り添うことができる地域の隣人を増やす～ 
   日 時 令和５年３月４日    修了者 15名
 →ひきこもり支援のプラットフォームに参加する人材の育成や、不登校親の会
  準備会発足のきっかけになる

スコップ通信（年１回）
市民に向けて重層的支援体制整備事業をわかりやすく解説し、発信
 配布方法 行政文書（市 広報）の全戸配布
   →「生きづらさ」を抱えた方に向けての相談窓口や居場所の周知

    9

多分野協働地域づくり事業連携会議
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小林市 重層的支援体制整備事業 取組事項 

主体 　事業名 拠　点
設置数

内容

・長寿介護課
・小林市地域包括支援センター
・のじり地域包括支援センター
・小林市西部地域包括支援センター

地域支援事業交付金の包
括的支援事業のうち、地
域包括支援センターの運
営
(介護保険法第115条の45
第2項第1号～第3号)

３

・高齢者の実態把握、総合相談
支援事業実施
・包括的・継続的ケアマネジメ
ント事業実施
・地域包括支援センター運営実
施
・ケアプラン指導研修事業実施

・福祉課生活支援G
・小林市生活自立相談支援センター

生活困窮者自立相談支援
事業費等負担金のうち、
自立相談支援事業 １

・自立相談支援事業（住居確保
給付金含む）、家計改善事業、
就労準備事業を一体的に実施
・アウトリーチ員を１名配置

・福祉課障がい福祉G
・にしもろ基幹相談支援センター

＜必須＞障害者相談支援
事業の基本事業
＜任意＞地域生活支援事
業補助金のうち、 相談支
援事業 （基幹相談支援セ
ンター等機能強化事業 ＋
住宅入居等支援事業） (障
害者総合支援法第77条第
1項第3号)

１

・障がいのある人やその家族が、
住み慣れた地域で安心して生活
できるように、各種相談や情報
提供、関係機関との連携など、
総合的な支援実施

・こども課 子ども・子育て支援交付
金のうち利用者支援事業
(子ども・子育て支援法第
59条第1号)

  
２

【基本型】
子ども及び保護者が、教育・保
育施設や地域の子育て支援事業
を円滑に利用できるよう、当事
者目線の寄り添い型の支援を実
施
【母子保健型】
妊娠期から子育て期にわたるま
での母子保健や育児に関する相
談支援を実施し、併せて産後う
つ等の多様なニーズに対応する
ための切れ目ない支援体制の構
築

 ＜包括的相談支援体制＞法第106条の4第2項第1号        
主体 　事業名 拠　点

設置数
内容

・長寿介護課
・小林市地域包括支援センター
・のじり地域包括支援センター
・小林市西部地域包括支援センター

一般介護予防事業(介護保
険法第115条の45第1項第
2号)のうち地域介護予防
活動支援事業

３

・地域包括ケア推進サポーター
養成講座開催
・サポーターフォローアップ講
座開催
・ボランティアポイント事業実
施
・サロン運営支援

・長寿介護課
・小林市社会福祉協議会
・のじり地域包括支援センター

生活支援体制整備事業(介
護保険法第115条の45第2
項第5号) ２

・生活支援コーディネーターの
配置
（第1層：１名、第2層：３名）
・生活支援地域づくり事業実施

・福祉課障がい福祉G
・地域活動支援センターあゆみの会
・地域活動支援センターとんで～の

地域活動支援センター事
業
(障害者総合支援法第77条
第1項第9号)

２

・障がい者に創作的活動、生産
活動の機会を提供

・こども課
・子育て支援センターチポリーノ館
・子育て支援センターおひさま
・小林市野尻のびのび子育て支援
 センター

地域子育て支援拠点事業
(子ども•子育て支援法第
59条第9号)

  
３

・子育て親子の交流の場と遊び
場の提供
・子育て等に関する相談、援助
の実施
・地域の子育て関連情報の提供
・子育て及び支援に関する講習
等の実施
・子育て支援センターの実施
  市内３拠点   

・福祉課福祉総務G
・小林市社会福祉協議会

生活困窮者支援等のため
の地域づくり事業

１

・地域コミュニティを形成する
「居場所づくり」
・新たな交流の拠点を開設

 ＜地域づくり事業＞法第106条の4第2項第３号        
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小林市 重層的支援体制整備事業 取組事項 

主体 　事業名 ４年度実績（延べ） 内容

 

・福祉課
・小林市社会福祉協議会

多機関協働事業 相談件数 341件 

複数の分野にまたがる複雑化、複合した事例、困難事例などを包括的に支援す
る体制の構築のため、「相談支援包括化推進員」を配置し、課題の解きほぐし
や関係機関間の役割分担、重層的支援会議の開催、支援プランの作成などを行
う。

 ＜多機関協働事業＞法第106条の4第２項第５号   

 ＜アウトリーチ等を通じた継続的支援事業＞法第106条の4第2項第４号        
主体 　事業名 ４年度実績（延べ） 内容

 

・福祉課
・小林市社会福祉協議会

アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

相談件数 183件 

潜在的な対象者を見つけるため、支援関係機関とのネットワークや地域住民、
地域資源とのつながりから広く情報を収集し、ニーズの把握や家庭訪問等によ
る丁寧な働きかけを行う。

主体 　事業名 ４年度実績（延べ） 内容

 

・福祉課
・小林市社会福祉協議会

参加支援事業 相談件数 217件 

相談につながった人に対して、社会とのつながりや参加を支援するために、本
人に合ったサービスや活動を発掘して、マッチングする。社会参加に向けた支
援を必要とする方のため、ひきこもり支援プラットフォーム会議を開催し、情
報共有や協議をする。また、ひきこもり家族会や居場所の活動を支援する。

 ＜参加支援事業＞法第106条の４第２項第２号   


